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広島県立図書館ホームページ広告掲載取扱要領 

 （趣旨） 第１条 この要領は，広島県立図書館ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載する広告の募集，掲載基準等に関し，必要な事項を定めるものとする。 （広告の規格等） 第２条 広告を掲載することができる広告枠の規格は，次のとおりとする。  (1) 大きさ 縦 80 ピクセル  横 180 ピクセル (2) 形 式 ＧＩＦ（アニメーション可），ＪＰＥＧ，ＰＮＧ又はテキスト文字。ただし，アニメーションＧＩＦなど動きのあるものを使用する場合にあっては，ホームページを閲覧する者の目への負担が大きくならないようなものであること。 (3) 容 量 200kb 以下 ２ 広告枠は，ホームページのトップページに置くものとし，その位置及び枠数は，広島県立図書館長（以下「図書館長」という。）が定める。 （掲載する広告の内容等） 第３条 掲載する広告の画像及びそのリンク先ホームページの内容は，児童，生徒又は幼児の健全な育成を損なうおそれのないもので，かつ，県民に不利益を与えないものでなければならない。 （掲載基準） 第４条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは，ホームページに掲載しない。 (1) 法令等（法令又は条例等をいう｡）に違反し，又はそのおそれがあると認められるもの (2) 特定の主義又は主張に当たるもの（意見広告を含む｡） (3) 個人の氏名を広告するもの (4) 公序良俗に反し，又はそのおそれがあると認められるもの (5) 人権を侵害し，差別を助長し，若しくは名誉を毀損し，又はそのおそれがあると認められるもの (6) 他人を誹謗し，若しくは中傷し，又はそのおそれがあると認められるもの (7) 特定の政党を支持し，若しくはこれに反対するための政治教育その他政治的活動（公の選挙又は投票において特定の人若しくは事件を支持し，又はこれに反対する目的をもってなされるものを含む｡）に当たり，又はそのおそれがあると認められるもの (8) 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動に当たり，又はそのおそれがあると認められるもの (9) 投機心若しくは射幸心をあおり，又はそのおそれがあると認められるもの (10) 内容が虚偽の若しくは誇大な宣伝に当たり，又はそのおそれがあると認められるもの (11) 事実と異なるもの (12) 青少年の健全な育成を阻害し，又はそのおそれがあると認められるもの (13) その他ホームページに掲載する広告として適当でないと図書館長が認めるもの ２ 前項に掲げるもののほか，次の各号に掲げる業種又は事業者に係る広告は，ホームページに掲載しない。 
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(1) たばこに関する業種又は事業者（別に定める場合を除く。） (2) 酒に関する業種又は事業者（別に定める場合を除く。） (3) あん摩マツサージ指圧師，はり師，きゆう師等に関する法律（昭和 22 年法律第 217号）又は柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19 号）に基づく免許を受けずに医業類似行為を行う事業者 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に基づき，許可，届出等を要する営業 (5) 教科用図書の発行者（別に定める場合を除く。） (6) ギャンブル（当せん金付証票法（昭和 23 年法律第 144 号）に基づく当せん金付証票によるもの及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成 10 年法律第 63 号）に基づくスポーツ振興投票券によるものを除く。）に関する業種又は事業者 (7) 学習塾，私立学校（大学，専修学校及び各種学校を除く。）その他これらの業種に準じるもの (8) 貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）第２条に規定する貸金業 (9) 行政機関又は公的機関から指名停止などの処分を受けている事業者又は行政指導を受け，その後も改善がなされていない事業者 (10) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続又は会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更正手続中の事業者 (11) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成 15 年法律第 83 号）に定めるインターネット異性紹介事業に関する業種又は事業者 (12) その他ホームページに掲載する広告の業種又は事業者として適当でないと図書館長が認めるもの （広告掲載料） 第５条 広告掲載料は，広告枠１枠当たり，月額３，５００円（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。  （広告の掲載期間） 第６条 広告の掲載期間は，別に定める期間を単位として，掲載申込みのあった期間のうちで図書館長が定める。ただし，毎年度３月 31日を超えて掲載することはできない。 ２ 広告の掲載の開始及び終了の手続等については，図書館長が別に定める。 （広告の募集） 第７条 広告の募集は，ホームページ，広島県教育委員会ホームページ，その他県の広報媒体等により行う。 ２ 広告枠に空きが生じたときは，随時，前項の規定により募集する。 （広告掲載の申込み） 第８条 広告の掲載を希望する者は，別記様式第１号による広島県立図書館ホームページ広告掲載申込書（以下「掲載申込書」という。）を図書館長が別に定める期限までに提出するものとする。 ２ 図書館長は，前項の規定による掲載申込みがあった場合において必要と認めるときは，申込者に対し，広告の掲載に必要な範囲内で資料の提出を求めることができる。 
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（広告審査会） 第９条 第４条第１項各号及び第２項各号の掲載基準について審査を行うため，広島県立図書館ホームページ広告審査会（以下「広告審査会」という。）を設け，必要の都度開催する。 ２ 広告審査会は，委員長及び委員で構成する。 ３ 広告審査会の委員長は図書館長とし，委員は別表に掲げる職にある者をもって構成する。 ４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。 ５ 広告審査会の庶務は，広島県立図書館総務課が処理する。 （広告掲載の決定） 第 10 条 図書館長は，第８条第１項の規定による掲載申込みがあったときは，広告審査会の審査を経て，広告の掲載を決定する。ただし，当該掲載申込みが，従前の掲載申込みと同様の内容で広告審査会の審査を経て掲載されたものである等の場合には，図書館長は，広告審査会の審査を省略し，広告の掲載を決定することができる。 ２ 図書館長は，前項の規定により掲載の可否を決定したときは，申込者に対し，その決定の内容を別記様式第２号による広島県立図書館ホームページ広告掲載決定通知書又は別記様式第３号若しくは別記様式第４号による広島県立図書館ホームページ広告非掲載決定通知書により通知する。 ３ 図書館長は，第１項の規定により掲載を決定した広告について，掲載する広告枠を指定し，前項の規定により通知する際，併せて当該指定した広告枠を通知するものとする。 ４ 第１項ただし書により広告の掲載を決定した場合には，図書館長は，速やかにその内容を広告審査会に報告しなければならない。 （広告掲載決定順序） 第 11 条 掲載申込みがあった広告（第４条第１項各号及び第２項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が広告枠の数を超えるときは，次に掲げる順序により掲載する広告を決定する。 (1) 国又は地方公共団体が出資し，又は出えんする法人及び団体の広告 (2) 公益法人及び公益的団体の広告（前号に掲げるものを除く。） (3) 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告 (4) 私企業又は事業を営む個人であって県内に事業所，事務所等を有するものの広告（前号に掲げるものを除く。） (5) 前各号に掲げるもの以外の広告 ２ 前項の規定による順序が同じ広告が複数あるときは，広告の掲載を希望する期間がより長いものを優先する。 ３ 前２項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより掲載する広告を決定できないときは，抽選により掲載する広告を決定する。 （広告掲載料の納付） 第 12 条 第 10 条第２項の規定により広告掲載決定の通知を受けた者（以下「広告主」という。）は，第 10 条第２項の規定により通知する広告掲載料を，知事が発行する納入通知書により一括して納付しなければならない。 
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（広告主の責務） 第 13 条 広告主は，広告及び広告主が指定したリンク先ホームページの内容その他広告掲載に関する内容について，一切の責任を負うものとする。 ２ 広告主は，第三者の権利の侵害，第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 ３ 広告主は，第 10 条第２項の規定により決定を受けたホームページへの広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。 （広告原稿の作成及び提出） 第 14 条 広告主は，広告原稿（画像データをいう。以下同じ。）を自己の負担により作成し，別に指定する期日までに図書館長に提出しなければならない。 ２ 図書館長は，前項の規定による広告原稿の提出があったときは，その内容及びリンク先が，掲載申込書に記載された内容と相違していないこと，第４条第１項各号及び第２項各号に該当するものでないこと並びに法令等及びこの要領に違反していないことを確認するものとする。 ３ 図書館長は，前項の場合において，提出のあった広告原稿の内容及びリンク先が適当でないと認めたときは，広告主に対し，広告原稿又はリンク先の変更を求めるものとする。 ４ 前項に規定する変更に要する経費は，広告主の負担とする。 ５ この要領に定めるもののほか，広告原稿の作成に必要な事項は，仕様書でででで別に定める。 （広告の掲載） 第 15 条 図書館長は，前条第１項の規定により提出のあった広告原稿（同条第３項の規定により変更されたものを含む。）の内容及びリンク先が適当と認めたときは，指定した広告枠に広告を掲載するものとする。 （広告掲載の取消し等） 第 16 条 図書館長は，次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは，広告主への催告その他何らの手続を要することなく，広告掲載の決定を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。 (1) 納入通知書により指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。 (2) 指定する期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき。 (3) 第 14 条第３項の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。 (4) その他ホームページへの広告の掲載が不適当であると判断したとき。 ２ 図書館長は，前項の規定により広告の掲載を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をしたことにより，広告主が損害を受けることがあっても，その賠償の責めを負わない。この場合において，既納の広告掲載料は，返還しない。 （広告等の変更） 第 17 条 広告主は，月を単位として，広告の内容又はリンク先を変更することができる。ただし，変更内容が軽微なものである場合には，日を単位として変更することができる。 ２ 広告主は，前項の規定により広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは，変更しようとする月の前月の 20 日まで（前項ただし書の場合においては，変更しようとする日から起算して７日前まで）に，図書館長に別記様式第５号による広島県立図書館ホームページ
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掲載広告等変更申出書を提出し，図書館長の承認を得なければならない。 ３ 第８条第２項，第 14 条（第５項を除く｡），第 15 条及び前条（第１項第１号を除く｡）の規定は，前２項の規定による広告の変更について準用する。 （広告掲載の取下げの申出） 第 18 条 広告主は，別記様式第６号による広島県立図書館ホームページ広告掲載取下げ申出書の提出により，ホームページへの広告掲載の取下げを申し出ることができる。 ２ 図書館長は，前項の規定による取下げの申出があったときは，直ちに，掲載している広告を削除するものとする。 ３ 図書館長は，前項の規定により広告掲載を削除した場合において，当該削除した日の属する月の翌月から起算して，広告掲載終了日が属する月までの月数が３か月以上であるときは，当該月数から２月を減じた月数に相当する広告掲載料を返還する。 ４ 前項の規定により返還する広告掲載料には，利子を付さない。 （広告掲載料の返還） 第 19 条 広告の掲載の決定後掲載の開始前において，広告主の責めに帰することができない理由により広告を掲載することができなかったときは，既納の広告掲載料を全額返還する。 ２ 前条に定めるもののほか，広告の掲載期間中に，広告主の責めに帰することができない理由により広告を掲載することができなかったときは，掲載できなかった期間に応じて，既納の広告掲載料を返還する。 ３ 前項の場合において，広告を掲載することができなかった期間に，１か月に満たない月がある場合の当該月分に相当する広告掲載料の返還額については，当該月の１か月の掲載日数を基礎として別に定めるところにより日割により計算するものとし，その額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 ４ 図書館長が連続する 24 時間を超えてホームページの運営を停止したときは，前項の規定に準じて，既納の広告掲載料を返還する。ただし，当該停止が次のいずれかの理由によるものであるときは，この限りでない。 (1) 機器等の点検若しくは保守を行い，又は補修その他の措置を講ずるとき。 (2) 天災事変その他避けることのできない事故が発生したとき。 (3) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。 ５ 前各項の規定により返還する広告掲載料には，利子を付さない。 （その他） 第 20 条 この要領に定めるもののほか，ホームページへの広告掲載について必要な事項は，図書館長が別に定める。  附 則 この要領は，平成 28 年２月５日から施行する。     
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 別表（第９条関係） 
委   員 図書館副館長 図書館総務課長 図書館資料課長 図書館調査情報課長 図書館事業課長 



 

 

様式第１号の１（第８条関係）  広島県立図書館ホームページ広告掲載申込書                            平成  年  月  日  広島県立図書館長様  （申込者） 住 所                  氏 名               印 （団体にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名を記入してください。） （担当者） 氏名： 電話： FAX： Ｅ-mail：   広島県立図書館ホームページに広告を掲載したいので，次のとおり申し込みます。  申込みに当たっては，広島県立図書館ホームページ広告掲載取扱要領第４条第１項各号及び第２項各号のいずれにも該当していないこと，県税の滞納がないこと並びに消費税及び地方消費税の未納がないこと，広島県立図書館ホームページ広告掲載取扱要領の内容を遵守することを誓約します。  １ リンク先ホームページの内容 （１）内容  （２）ＵＲＬ  ２ 広告の内容 （１）掲載希望枠数        枠 （２）掲載希望期間（別に定める期間を単位として，募集する期間の範囲内において，月単位で記入すること。）    平成  年  月 ～ 平成  年  月  ※年度を超える期間の希望は不可 （３）広告（バナー画像）の内容（広告の内容案を記入すること。別紙でも可。）   ３ 添付書類   備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 



 

 

様式第１号の２（第８条関係） 
法人概要表                          （平成  年  月  日現在） 企業・団体名  代表者職氏名 印    所 在 地 〒 

 電話番号 設 立 年 月 日 年   月   日 資 本 金  従 業 員 数                      人 ホームページ http:// 
事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  担 当 者 所 属  氏 名  ※ 企業・団体のパンフレット（会社概要）等を添付すること。 ※ 記入欄が不足する場合は，別紙に記入の上，添付すること。       



 

 

様式第２号（第10条関係）  広島県立図書館ホームページ広告掲載決定通知書                            平成  年  月  日              様   広島県立図書館長       平成  年  月  日付けで掲載の申込みのあった         様の広告については，審査した結果，広島県立図書館ホームページに次のとおり掲載することに決定したので，通知します。  ついては，この広告掲載料を納入通知書により納付し，領収証書の写しと掲載する広告バナー画像を，県立図書館総務課に提出してください。  なお，期限までに広告掲載料の納付及び広告バナー画像の提出がない場合は，掲載の決定を取り消すことがあります。  １ 掲載する広告 （１）掲載枠数      枠 （枠番号：   番） （２）掲載期間    平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 （    か月間） （３）広告の内容 ア 内容 イ リンク先アドレス http://                     ２ 広告掲載料            円  納入期限：平成  年  月  日（  ） 別紙納入通知書により納入してください。 ３ 広告バナー画像等提出期限   平成  年  月  日（  ）まで ４ 掲載条件    広島県立図書館ホームページ広告掲載取扱要領等を遵守すること。 ５  提出場所・問合せ先 広島県立図書館総務課 電話 082－241－4995 〒730-0052広島市中区千田町三丁目７番47号      備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 

印 



 

 

様式第３号（第10条関係）  広島県立図書館ホームページ広告非掲載決定通知書                            平成  年  月  日              様  広島県立図書館長     平成  年  月  日付けで掲載の申込みのあった         様の広告については，審査及び選考の結果，今回は掲載できないこととなりました。  応募状況等 募集広告枠数     枠 応募者数    者 掲載者数    者 非掲載者数     者  （うち要領第３条に定める基準に該当し非掲載とした者    者）    問合せ先 広島県立図書館総務課 〒730-0052広島市中区千田町三丁目７番47号 電話 082－241－4995                備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 

印 



 

 

様式第４号（第10条関係）  広島県立図書館ホームページ広告非掲載決定通知書                            平成  年  月  日              様  広島県立図書館長     平成  年  月  日付けで掲載の申込みのあった         様の広告については，審査の結果，次の理由により非掲載とすることに決定しました。  非掲載とする理由  広島県立図書館ホームページ広告掲載取扱要領第４条第 項第 号 該当          問合せ先 広島県立図書館総務課 〒730-0052広島市中区千田町三丁目７番47号 電話 082－241－4995             備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 

印 



 

 

様式第５号（第17条関係）  広島県立図書館ホームページ掲載広告等変更申出書                            平成  年  月  日  広島県立図書館長様  （申出者）  住 所                  氏 名               印 （団体にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名を記入してください。） （担当者） 氏名： 電話： FAX： Ｅ-mail：   広島県立図書館ホームページに掲載している広告を次のとおり変更したいので，申し出ます。  １ 変更内容 区分 画像 リンク先のアドレス  現行   
 変更後   

２ 変更理由   ３ 掲載開始希望日    平成  年  月  日から   備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 



 

 

様式第６号（第18条関係）  広島県立図書館ホームページ広告掲載取下げ申出書                            平成  年  月  日  広島県立図書館長様  （申出者）  住 所                  氏 名               印 （団体にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名を記入してください。） （担当者） 氏名： 電話： FAX： Ｅ-mail：   広島県立図書館ホームページに掲載している広告を取り下げたいので，申し出ます。  １ 現掲載内容 （１） 掲載決定年月日 （２） 掲載枠数      枠 （枠番号：   番） （３）掲載期間    平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 （    か月間） （４）広告の内容   ア 内容   イ リンク先アドレス http://                      ２ 取下げ理由     ３ 取下げ希望日    平成  年  月  日から     備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 


